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落
領
名
の
凡
例

福
井
藩
領
H
福
井
丸
岡
藩
領
H
丸
岡

松
岡
藩
領
H
松
岡
吉
江
藩
領
H
吉
江

葛
野
藩
領
H
葛
野
=
一
河
西
尾
落
領
H
西
尾

幕
府
直
轄
領
H
直
轄

幕
府
領
福
井
藩
預
所
H
預
所

本
多
大
膳
領
H
本

多

荻

原

領
H
荻
原

・
宝
暦
十
三
年
の
不
明
は
直
轄
ま
た
は
預
所

.
明
和
二
年
の
不
明
は
西
尾
ま
た
は
預
所

関
係
年
代w持

活
且

越
前
国
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村
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と
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領
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遷
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寛
永
(
一
六
二
四

i
四
四
)

正
保
(
一
六
四
四
1
四
八
)

延
宝
(
一
六
七
三

1
八

ご

貞
享
(
一
六
八
四
1
八
八
)

元
禄
(
一
六
八
八

1
一
七
O
四
)

宝
永
(
一
七
O
四
i
一
二

正
徳
(
一
七
一
一

1
一
六
)

享
保
(
一
七
一
六
1
一一一六)

寛
保
(
一
七
四
一

1
四
四
)

寛
延
(
一
七
四
八
l
五

ご

宝
暦
(
一
七
五
一

1
六
四
)

明
和
(
一
七
六
四
1
七
二
)

天
明
(
一
七
八
一

r
l
八
九
)

寛
政
(
一
七
八
九
1
一
八
O

こ

享
和
(
一
八
O
一
1
0
四
)

丈
政
(
一
八
一
人

1
一一一
O
)

天
保
(
一
八
三

0
1
四
四
)

嘉
永
(
一
八
四
八

1
五
四
)

万
延
(
一
八
六

0
1
六

ご

文
久
(
一
八
六
一

i
六
回
)

青
野
木
村
八
金
津
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
吉
子
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
丈

政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
六
三
二
石
四
四
。

香

赤
尾
村
〈
芦
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明
和

元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明

八
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預
所
、
同
六
年
西
尾
、
丈

政
元
年
預
所
、
天
保
九
年
西
尾
、
同
十
一
年
か
ら

預
所
。
村
高
二
九
四
石
O
六
九
。

赤
坂
村
八
丸
岡
町
〉
福
井
。
村
高
三
O
七
石
O
七
四
。

足
谷
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
四
五
石
五
四
三
。

油
村
(
油
為
頭
村
)
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸

岡
。
村
高
三
一
八
五
石
八
五
七
。

油
屋
村
八
三
国
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
=
一
年
か
ら
預
所
。

村
高
二
二
九
石
七
四
六
。

天
菅
生
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
五
人
石
五
二
。

荒
井
村
〈
坂
井
町
〉
寛
永
元
年
丸
岡
、
同
=
一
年
か
ら

本
多
。
村
高
八
九
七
石
七
七
。

荒
谷
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
四
八
三
石
一
六
一
。

安
島
浦
八
三
国
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
コ
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
丈
政
三
一
年
か
ら
福
井
。
二

O
石
は
八

幡
社
領
。
村
高
五
六
一
石
O
九
五
。

伊
井
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
か

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



若
越
郷
土
研
究

四
十
五
巻
六
号

82 

ら
享
保
六
年
ま
で
割
郷
で
、
一
四
六
石
二
一
七
は

直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
一
二
九
五
石
二
七
六
は

葛
野
、
宝
永
二
年
か
ら
直
轄
、
享
保
六
年
か
ら
預

所
、
寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
は
割
郷
と
思

わ
れ
、
一
四
六
石
二
一
七
は
不
明
、
一
二
九
五
石

二
七
六
は
預
所
、
明
和
元
年
か
ら
預
所
。
村
高
一

四
四
一
石
四
九
三
。

井
江
霞
村
〈
芦
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
=
一
生
l

直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明

和
元
年
西
尾
、
同
二
年
預
所
、
同
七
年
西
尾
、
天

明
八
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預
所
、
同
六
年
西
尾
、

丈
政
元
年
預
所
、
同
五
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら

預
所
。
一

O
石
は
安
養
院
領
。
村
高
七
二
八
石
七

回。

池
上
村
八
三
国
町
V
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
預
所
、
明
和

元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明

八
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預
所
、
同
六
年
西
尾
、
文

政
元
年
預
所
、
同
五
年
か
ら
天
保
二
年
ま
で
割
郷

で
、
二
六
七
石
五
七
七
は
預
所
の
ま
ま
、
三
四
四

石
一
三
二
は
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
預
所
、
天
保

九
年
か
ら
同
十
一
年
ま
で
再
び
割
郷
と
な
り
、
二

六
七
石
五
七
七
は
西
尾
、
三
四
四
石
二
一
一
二
は
預

所
の
ま
ま
、
天
保
十
一
年
か
ら
預
所
。
村
高
六
一

一
石
七
O
九。

池
口
村
〈
金
津
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
三
一

O
六
石
。

池
尻
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
五
三
一
七
石
O
五。

池
見
村
〈
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
明
和
元
年
預
所
、
丈
政
元

年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。
村
高
一

O
九
四
石

一一一一ムハ。

石
新
保
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
二
六
四
石
四
三
。

石
塚
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明
和

元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
文
政

元
年
預
所
、
同
五
年
西
尾
、
万
延
元
年
直
轄
、
文

久
二
年
か
ら
西
尾
。
村
高
一
二
五
二
石
一
。

石
橋
村
〈
福
井
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
四
O
五
石
七
八
二
。

石
畠
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
o
=
一
石
六
。

石
丸
村
八
三
国
町
〉
覚
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
七

五
人
石
二
二
。

磯
部
島
村
〈
丸
岡
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年

か
ら
福
井
。
村
高
二
=
一
三
石
三
六
。

磯
部
新
保
村
八
丸
岡
町
V
福
井
。
村
高
一
八
二
石
八

八
、
天
保
郷
帳
一
八
二
石
八
八
一
。

板
倉
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
八

O
二
石
八
二
。

一
王
寺
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
二
二
石
六
三

市
瀬
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
九
O
石。

市
野
々
村
八
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
一
八
五
石
六
回
。

一
本
田
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
丸
岡
、
同
三
年
か

ら
割
郷
で
、
七
六
O
石
は
丸
岡
、
六
一
石
五
五
五

は
本
多
。
村
高
八
二
一
石
五
五
五
。

一
本
田
中
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村

高
八
八
六
石
一
四
五
。

糸
崎
浦
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
五
一
石
五
七
一
。

稲
越
村
八
金
津
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
七

七
五
石
七
七
九
。

猪
爪
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
九

二
六
石
八
一
二
。

井
向
村
八
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明
和

元
年
西
尾
、
同
二
年
か
ら
同
七
年
ま
で
割
郷
で
、

三
O
玉
石
一
七
は
西
尾
、
六
二
六
石
六
=
一
は
預

所
、
明
和
七
年
か
ら
西
尾
、
天
明
八
年
か
ら
寛
政

六
年
ま
で
は
割
郷
で
、
=
δ
五
石
一
七
は
西
尾
、
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六
二
六
石
六
三
は
天
明
八
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預

所
、
同
六
年
か
ら
は
西
尾
、
丈
政
元
年
預
所
、
同

五
年
西
尾
、
万
延
元
年
直
轄
、
丈
久
二
年
か
ら
西

尾
。
村
高
九
一
三
石
八
。

今
井
村
〈
坂
井
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
五
八
五
石
二
三
。

今
市
村
八
丸
岡
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
四
一

O
石
O
四。

上
野
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
二
四
七
石
七
。

牛
ケ
島
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高

七
三
五
石
一
七
六
。

牛
之
島
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高

七
二
O
石
八
。

牛
之
谷
村
〈
金
津
町
V
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高

六
九
二
石
一
。

牛
山
村
〈
芦
原
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明
和

元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明

八
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預
所
、
同
六
年
西
尾
、
文

政
元
年
預
所
、
天
保
九
年
西
尾
、
同
十
一
年
か
ら

預
所
。
村
高
二
三
七
石
七
一
。

後
山
村
八
金
津
町
〉
貞
享
=
一
年
l

直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

海
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元
年
預
所
、
丈
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一

二
石
O
二
八
。

宇
随
村
〈
丸
岡
町
〉
福
井
。
村
高
二
八
四
石
七
O
二。

宇
田
村
八
丸
岡
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
二

八
三
石
六
八
。

内
田
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
二

九
三
石
九
二
。

内
山
梨
子
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
八
O
石
五
六
。

宇
根
村
〈
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
三
九
石
八
七
。

瓜
生
村
〈
金
津
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
向
。
村
高
三

四
九
石
二
三
=
一
。

漆
原
出
作
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
七
五
石
四
二
。

江
上
村
〈
福
井
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
か

ら
福
井
。
村
高
八
六
O
石
五
人
。

江
添
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
丸
岡
、
同
三
年
か
ら

本
多
。
村
高
二
O
八
石
O
八
四
。

江
留
中
村
〈
春
江
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年

か
ら
福
井
。
村
高
一
一

O
二
石
二
六
。

円
納
村
〈
福
井
市
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
吉
岡
一
三
石
八
九
。

大
口
東
村
八
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年 九

葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延

三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

文
政
元
年
福
井
、
同
=
一
年
か
ら
預
所
。
村
吉
岡
六
八

六
石
三
一
。

大
窪
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
四
二
石
九
一

五。

大
窪
弐
ツ
屋
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
一
一
一
一
石

七
六
二
、
天
保
郷
帳
二
二
一
石
七
六
六
。

大
谷
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
三
二
七
石
=
一
四
。

大
年
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
四
五
三
石
一
、
天

保
郷
帳
四
六
五
石
七
九
九
。

大
橋
屋
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
七
九
石
二
九

一一。

大
針
村
八
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
一
二
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
七
O

石。

大
牧
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
一

O
八
O
石
O
五
九
、
明
和
一
冗
年
一

O
八
O

石
二
八
三
。

大
味
村
八
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
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野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
保
=
一

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
直
轄
、

寛
政
元
年
預
所
、
文
政
=
一
年
か
ら
福
井
。
村
高
一

七
O
六
石
九
二
九
。

大
森
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
五

五
人
石
三
五
。

沖
布
目
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
八
年

か
ら
丸
岡
。
村
高
一
三
四
二
石
三
二
。

奥
平
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
六
七
石
五
八
五
。

小
黒
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一

五
九
七
石
六
七
四
。

女
形
谷
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高

八
三
五
石
九
五
、
天
保
郷
帳
八
五
三
石
五
五
。

折
戸
村
八
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
コ
一
年
か
ら
預
所
。

村
高
九
二
六
石
二
五
二
。

柿
ケ
原
村
(
柿
原
村
)
〈
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
八

一
一
石
八
一
五
。

柿
ケ
原
十
楽
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保

五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、

明
和
元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、

天
明
八
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預
所
、
同
六
年
西
尾
、

丈
政
元
年
預
所
、
天
保
九
年
西
尾
、
同
十
一
年
か

ら
預
所
。
村
高
二
七
八
石
五
二
。

柿
ケ
原
中
村
(
指
中
村
)
〈
金
津
町
〉
福
井
。
村
高

一
O
七
一
石
九
。

柿
谷
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
八
O
石
九
八
七
、

天
保
郷
帳
八
七
石
六
O
七。

柿
原
西
方
寺
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保

五
年
預
所
、
寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、

明
和
元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら

預
所
。
村
高
五
四
石
五
五
。

覚
善
村
〈
三
国
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
割
郷
で
、
三
O

O
石
一
一
一
一
一
一
は
福
井
、
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六

年
か
ら
福
井
、
四
二
九
石
=
一
三
二
は
寛
永
元
年
か

ら
丸
岡
。
村
高
七
二
九
石
六
四
四
。

梶
浦
〈
三
国
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
四
四

一
石
三
五
六
。

加
戸
村
八
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
二
二
四

一
石
四
七
一
。

金
津
新
町
〈
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
三
五
六
石
田
二

一一。

金
元
村
八
丸
岡
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
一
二
七
石
六
七
三
。

鎌
谷
村
〈
金
津
町
V
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
一
八

石
O
六
六
。

上
村
(
江
留
上
村
)
〈
春
江
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、

享
保
六
年
か
ら
福
井
。
村
高
八
九
四
石
=
一
入
、
天

保
郷
帳
八
九
四
石
四
五
七
。

上
金
屋
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高

二
四
四
石
二
三
、
天
保
郷
帳
二
九
五
石
五
五
四
。

上
久
米
田
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村

高
五
九
七
石
五
八
六
。

上
小
森
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
文

政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。
村
高
五
七
九

石
入
。

上
新
庄
村
〈
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
{
玉
暦
十
三
年
不
明
、
明

和
元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
一
一
一

O
四
石
O
九
。

上
関
村
〈
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛

野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
一
二

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
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文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
五
五
五
石
O
二。

上
安
田
村
〈
丸
岡
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年

か
ら
福
井
。
村
高
八
七
三
石
二
七
、
天
保
郷
帳
八

七
三
石
コ
一
七
六
。

川
上
村
八
丸
岡
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
丈
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一

O
一

石
二
三
。

河
崎
村
〈
三
国
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
六

三
九
石
コ
一
九
六
。

川
尻
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
二
O
O
石。

河
和
田
村
八
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
コ
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
明

和
元
年
か
ら
預
所
。
村
高
八
三
二
石
二
七
。

河
原
井
手
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十

年
葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛

延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
預
所
、
明
和
元
年
西

尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
文
政
元
年
預

所
、
同
五
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
預
所
。
村
高

二
二
七
石
五
六
。

上
香
村
〈
芦
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
一
二
年
不
明
、
明
和

元
年
か
ら
預
所
。
村
吉
岡
二
三
六
三
石
九
八
二
。

海
道

越
前
国
の
村
高
と
所
領
の
変
遷
国

岸
水
村
〈
福
井
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
か

ら
福
井
。
村
高
三
九
石
二
O
六
。

北
村
八
金
津
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年

か
ら
預
所
。
村
高
二
五
五
石
七
O
入。

北
方
浦
〈
芦
原
町
〉
福
井
。
村
高
二
四
O
六
石
四
九
、

天
保
郷
帳
二
四
五
六
石
四
九
。

北
金
津
町
八
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
一
四
二

O
石
五

ム
ノ

北
菅
生
浦
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
五
石
七
六
九
。

北
楢
原
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
一

O
石
、
天

保
郷
帳
一
一
四
石
八
七
。

北
野
村
八
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
一
二
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
二
O
五

石
九
人
。

北
疋
田
村
八
金
津
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
不
明
、
明

和
元
年
か
ら
預
所
。
村
高
コ
一
九
四
石
八
二
。

北
横
地
村
〈
丸
岡
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
八
年

か
ら
割
郷
で
、
二
O
O
石
一
七
六
は
丸
岡
、
二
一

六
六
石
五
O
四
は
享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直

轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
文
政

三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
四
六
六
石
六
人
。

木
下
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
三
九
六
石
七
。

木
部
高
柳
村
〈
坂
井
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村

高
一

O
九
O
石
O
一。

儀
間
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
七

九
六
石
=
一
二
二
。

清
滝
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
四
九
五

石
九
四
。

清
永
村
(
清
長
村
)
〈
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、

元
禄
十
年
葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預

所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明
和

元
年
西
尾
、
同
二
年
預
所
、
同
七
年
西
尾
、
天
明

八
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預
所
、
同
六
年
西
尾
、
文

政
元
年
預
所
、
天
保
九
年
西
尾
、
同
十
一
年
か
ら

預
所
。
村
高
一
一
一
一
四
一
石
七
六
。

木
米
村
八
福
井
市
V
福
井
。
村
高
四
四
石
二
二
四
。

串
野
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
二
二
八
石
O
一
五
。

国
景
村
(
国
影
村
)
〈
芦
原
町
V
貞
享
コ
一
年
直
轄
、

享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年

不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
丈
政
三
年
か
ら
福
井
。

村
高
三
九
七
石
四
。
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梢
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年

預
所
、
文
政
コ
一
年
か
ら
福
井
。
村
高
三
五
五
石
七

一
九
、
遅
く
と
も
享
保
五
年
か
ら
は
二
五
八
石
二

三
七
。

熊
坂
村
〈
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
一
五
O
九
石
O
一二。

熊
堂
村
〈
丸
岡
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
二
八
九
石
五
三
。

公
文
村
〈
芦
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
コ
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
文
政

元
年
福
井
、
同
=
一
年
か
ら
預
所
。
村
吉
岡
七
O
石
七
。

蔵
垣
内
村
〈
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年

葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延

三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

丈
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
八
五
四
石
一
五
。

黒
丸
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
二
四
二
石
六
七
。

黒
目
村
〈
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
四
O
六
石
一
一
。

桑
原
村
〈
金
津
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一

一
八
二
石
八
。

玄
女
村
〈
丸
岡
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
か
ら
預
所
。
村
高
七
五
六
石
、
遅
く
と
も
享

保
五
年
か
ら
は
六
三
八
石
五
八
九
。

河
内
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
四
二
石
三
二
二
。

河
間
村
〈
芦
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
丈
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
五
七
八
石
六
二
、
遅
く
と
も
享
保
五
年
か
ら

は
八
O
八
石
一
、
明
和
元
年
五
七
八
石
六
二
。

河
間
宮
前
村
〈
芦
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五

年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、

明
和
元
年
預
所
、
丈
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら

預
所
。
村
高
二
二
九
石
四
人
。

小
角
村
〈
坂
井
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
吉
岡
九

三
一
三
石
五
。

小
尉
村
〈
福
井
市
V
福
井
。
村
高
二
四
五
石
五
=
一
。

御
所
垣
内
村
〈
福
井
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二

年
か
ら
福
井
。
村
高
二
三
七
石
三
一
二
。

小
野
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
二
五
三
石
九
三
、

天
保
郷
帳
二
五
三
石
九
一
二
一
。

小
橋
屋
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
九
五
石
六
五
。

五
本
村
八
坂
井
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一

一
O
五
石
五
六
。

米
ケ
脇
浦
八
三
国
町
〉
福
井
。
村
高
一
四
七
石
O
八

ム
ノ

御
油
田
村
〈
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
明

和
元
年
か
ら
預
所
。
村
高
七
五
一
石
一
回
。

小
幡
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
八
四
八
石
八
八
四
。

金
剛
寺
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年

葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延

三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明
和
元
年
西
尾
、

同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
丈
政
元
年
預
所
、

同
五
年
西
尾
、
万
延
元
年
直
轄
、
丈
久
二
年
か
ら

西
尾
。
村
高
=
一
八
一
石
八
二
。

権
世
村
〈
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
三
O
三
石
=
一
七
七
。

権
世
市
野
々
村
〈
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
七
四
石
七

四。

西
方
寺
村
〈
春
江
町
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年

福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
保

三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

丈
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
吉
岡
=
一
七
=
一
石
九
五
九
。

境
村
八
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
八
年
か
ら

丸
岡
。
村
高
六
O
六
石
八
一
。

崎
浦
〈
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
文
政
三
年
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か
ら
福
井
。
村
高
七
一
五
石
七
三
。

笹
岡
村
八
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明
和

元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
丈
政

元
年
預
所
、
天
保
九
年
西
尾
、
同
十
一
年
か
ら
預

所
。
村
高
六
二
二
石
八
=
一
。

笹
和
田
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高

七
五
石
一
七
八
。

定
重
村
〈
春
江
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
二

一
九
石
七
七
四
。

定
広
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛

野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
保
三

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。
村
高
一
一
一
一

八
石
四
八
六
。

定
旨
村
八
坂
井
町
V
貞
享
一
二
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛

野
、
{
玉
、
水
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
三

年
直
轄
、
宝
麿
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
か
ら
預

所
。
村
高
二
二
二
石
五
九
。

里
竹
田
村
〈
丸
岡
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明

和
元
年
か
ら
預
所
。
村
高
二
八
四
石
二
一
。

里
丸
岡
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高

海
道

越
前
国
の
村
高
と
所
領
の
変
遷
団

一
六
四
石
二
三
、
天
保
郷
帳
一
七
六
石
O
二
七
。

佐
野
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
古
巴
一

δ
八
石
八
。

沢
村
〈
金
津
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
三
七

三
石
O
一。

三
本
木
村
〈
丸
岡
町
〉
福
井
。
村
高
三
五
七
石
四
人

ムノ

重
義
村
八
芦
原
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
は
割
郷
と
思

わ
れ
、
二
六
O
石
六
一
は
不
明
、
二
六
O
石
六
一

は
預
所
、
明
和
元
年
預
所
、
文
政
=
一
年
か
ら
割
郷

で
、
二
六
O
石
六
一
は
福
井
、
二
六
O
石
六
一
は

預
所
。
村
高
七
O
一
石
五
、
遅
く
と
も
享
保
五
年

か
ら
は
五
二
一
石
二
二
。

四
十
谷
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
二
二
二
石
四
一

入
、
天
保
郷
帳
二
二
三
石
二
O
入
。

篠
岡
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
二

六
回
石
二
二
。

島
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
吉
岡
四
O
八
石
九
、
天
保

郷
帳
四
六
八
石
四
五
。

鳥
山
梨
子
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
=
一
四
六
石
=
一

五
五
。

清
水
平
村
〈
福
井
市
V
福
井
。
村
高
六
二
石
八
二
人
。

下
金
谷
村
(
下
金
屋
村
)
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か

ら
丸
岡
。
村
高
二
四
O
石
三
。

下
久
米
田
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村

高
八
四
九
石
八
八
一
二
。

下
小
森
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明

和
元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預

所
。
村
高
五
=
二
石
二
二
o

下
新
庄
村
〈
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年

葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延

三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
五
八
O
石
八
三
。

下
関
村
〈
坂
井
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛

野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
正
徳
四
年
か
ら
文
政
元
年

ま
で
割
郷
で
、
六
六
三
石
四
は
享
保
六
年
預
所
、

寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明
和
元
年

西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
七
O
O
石

は
正
徳
四
年
荻
原
、
明
和
五
年
直
轄
、
天
明
二
年

荻
原
、
享
和
三
年
預
所
、
丈
政
元
年
か
ら
預
所
、

文
政
五
年
か
ら
天
保
二
年
ま
で
割
郷
で
、
六
六
一
一
一

石
四
は
西
尾
、
七
O

O
石
は
預
所
、
文
政
七
年
荻

原
、
文
政
九
年
預
所
、
天
保
二
年
か
ら
預
所
、
嘉

、
水
五
年
か
ら
割
郷
で
、
六
六
=
一
石
四
は
預
所
、
七

0
0
石
は
嘉
永
五
年
か
ら
荻
原
。
村
吉
岡
二
二
六
三
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石
四
。

下
野
村
〈
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
文
政

元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。
村
高
一
一
一
二
六

石
五
。

下
番
村
〈
芦
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
二
四

一
石
六
七
四
。

下
兵
庫
村
八
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
保
=
一
年
l

直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明

和
元
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら

福
井
。
村
高
一
一
四
八
O
石
九
九
。

下
安
田
村
八
丸
岡
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年

か
ら
福
井
。
村
高
六
七
六
石
O
七
二
。

十
楽
村
八
芦
原
町
V

貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
{
玉
暦
十
三
年
不
明
、
明

和
元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
七
六

九
石
九
五
。

城
村
〈
芦
原
町
V
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年

預
所
、
丈
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
二
五
石
八
。

正
善
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
丈
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
三
三
O
石
三
O
一
、
遅
く
と
も
享
保
五
年
か

ら
は
三
=
二
石
七
O
九。

浄
土
寺
村
〈
福
井
市
V
福
井
。
村
高
一
二
六
人
石
八
八
。

称
念
寺
門
前
村
〈
丸
岡
町
〉
称
念
寺
領
。
村
高
=
一
八

石。

菖
蒲
谷
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
三
五
八
石
二
二

一一一。

正
蓮
花
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
八
年

か
ら
丸
岡
。
村
高
七
一
四
石
二
二
五
。

白
方
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
三
四
七
石
五
九
。

四
郎
丸
村
八
丸
岡
町
V
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
八
年

か
ら
丸
岡
。
村
高
二
五
四
石
七
五
七
。

次
郎
丸
村
〈
金
津
町
V
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明

和
元
年
か
ら
預
所
。
村
高
二
八
九
石
O
七
四
。

新
村
(
安
田
新
村
)
〈
丸
岡
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、

享
保
六
年
か
ら
福
井
。
村
高
四
六
七
石
三
八
七
。

新
宮
村
〈
坂
井
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
九

五
八
石
五
。

新
家
村
〈
声
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
丈
政
=
一
年
か
ら
福
井
。
村
高
六
石
四

O
九
。

新
保
村
〈
坂
井
町
V
福
井
。
村
高
一
三
四
二
石
一
七

一一一。

新
用
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛

野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
三

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

丈
政
=
一
年
か
ら
福
井
。
村
高
二
二
六
石
三
二
八
。

随
応
寺
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年

葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延

三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

丈
政
コ
一
年
ー
か
ら
福
井
。
村
高
四
六
O
石
五
回
。

末
広
村
〈
丸
岡
町

V
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
二

八
四
石
五
一
六
。

末
政
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
吉
同
六

O
四
石
八
八
。

菅
野
村
八
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
コ
一
年
預
所
、
明
和

元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
文
政

元
年
預
所
、
同
五
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
預
所
。

村
高
七
O
七
石
三
七
。

砂
子
坂
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
二

O
八
石
九
二

九。
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砂
子
田
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
四
七
八
石
六
回
、

天
保
郷
帳
四
八
O
石
六
三
一
七
。

角
屋
村
八
芦
原
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
二
四
二
石
四
六
二
。

清
王
村
八
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明
和

元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明

八
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預
所
、
同
六
年
西
尾
、
文

政
元
年
預
所
、
天
保
九
年
西
尾
、
同
十
一
年
か
ら

預
所
。
村
高
一
七
二
石
四
一
。

清
問
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
直
轄
、
寛
政
元
年
か
ら
預
所
。
村
高
五
O
八

石
七
五
。

仙
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
二
六
石
七
七
一
。

千
田
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
四

一
九
石
O
一

。

，

千
歩
寺
村
八
春
江
町
V
貞
享
コ
一
年
直
轄
、
元
禄
十
年

葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延

三
年
度
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

文
政
元
年
福
井
、
同
=
一
年
ー
か
ら
預
所
。
村
高
七
九

海
道

越
前
国
の
村
高
と
所
領
の
変
遷
国

五
石
O
九
。

曽
々
木
村
八
丸
岡
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
向
。
村
高

=
一
六
五
石
七
回
。

曽
武
田
村
八
坂
井
町
V
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高

九
コ
一
二
石
五
。

高
江
村
八
春
江
町
〉
福
井
。
村
高
五
二
四
石
一
一
。

高
須
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
五
九
石
O
一
五
。

高
田
村
八
丸
岡
町
V
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一

六
九
石
四
二
。

高
塚
村
八
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
五
六
七

石
O
八。

高
柳
村
(
枯
木
高
柳
村
)
八
丸
岡
町
〉
寛
、
水
元
年
丸

岡
、
同
三
年
か
ら
本
多
。
村
高
四
七
三
石
O
四
四
。

滝
村
八
金
津
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
七
九

八
石
七
六
。

滝
谷
村
八
三
国
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
五

一
九
石
二
一
二
一
。

嵩
村
人
三
国
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
二
八

四
石
五
二
。

竹
松
村
八
三
国
町
V
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
コ
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
二
七
六

石
六
四
。

蛸
村
〈
坂
井
町
V
貞
享
コ
一
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
野
、

宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
保
三
年
直

轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
直
轄
、
寛
政

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
二
一
O

石
五
。

蛸
渡
村
〈
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
度
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預
所
、
丈
政
三
年
か
ら
福

井
。
村
高
=
一
二
九
石
七
八
。

田
島
村
八
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
明
和

元
年
か
ら
預
所
。
村
高
七
八
九
石
二
八
。

田
島
窪
村
〈
坂
井
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高

三
二
四
石
四
二
八
。

田
中
々
村
〈
芦
原
町
〉
貞
享
コ
一
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
不
明
、
明

和
元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
九
二

二
石
八
五
。

種
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
丸
岡
、
同
三
年
か
ら
本

多
。
村
高
一
四
八
石
O
コ
一
四
。

田
頭
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一

一
七
石
O
四。
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田
谷
村
八
福
井
市
V
福
井
。
村
高
二
六
七
石
O
二一二、

天
保
郷
帳
二
六
八
石
三
一
七
。

田
畑
村
(
田
端
村
)
八
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、

元
禄
十
年
葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
か
ら
預
所
。
村
吉
岡
八
九
八
石
五
一
。

玉
木
村
八
芦
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
=
一
生
ー
か
ら
福
井
。
村
高
一
七
九

石
八
二
。

為
国
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
元
禄
八
年
か

ら
丸
岡
。
村
高
六
八
五
石
五
二
五
。

為
安
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
吉
岡
一

七
五
石
八
六
六
。

為
寄
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
五
三
石
。

田
屋
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一
一
一

二
七
石
四
一
六
。

谷
畠
村
〈
芦
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
か
ら
預
所
。
村
高
四
九
O
石
六
九
七
。

端
保
村
(
反
保
村
)
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸

岡
。
村
高
一
七
七
石
六
七
一
二
。

筑
後
清
水
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村

高
一
二
八
四
石
四
八
一
。

辻
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年

預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
=
一
年
か
ら
預
所
。
村

吉
同
五
六
五
石
五
O
七
。

坪
江
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
二

九
六
石
八
六
七
。

坪
之
内
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高

一
九
八
石
九
=
一
九
。

剣
大
谷
村
八
福
井
市
V
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年

か
ら
福
井
。
村
高
一
二
八
石
七
九
一
。

東
善
寺
村
〈
声
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年

葛
野
、
宝
、
水
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
保

三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
三
五
七
石
八
一
七
。

玉
江
村
八
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
丈
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
二
六
三
一
石
一
二
。

灯
豊
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
八
七
石
O
四
五
。

徳
分
田
村
〈
坂
井
町
V
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明

和
元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
吉
岡
一
一

四
六
石
七
二
。

轟
村
〈
芦
原
町
V
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
野
、

宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
三
年
直

轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
か
ら
預
所
。

村
高
三
六
四
石
入
O
七。

友
末
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一
一
一

九
七
石
三
O
一。

豊
原
村
〈
丸
岡
町
〉
福
井
。

O
石
八
九
は
豊
原
寺

領
。
村
吉
岡
八
三
石
三
九
。

豊
原
高
瀬
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村

高
九
五
石
=
一
六
五
。

虎
国
村
(
寅
国
村
)
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸

岡
。
村
高
コ

5
0石。

取
次
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
コ
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
丈
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
一
七
二
石
O
一
。

泥
原
新
保
浦
〈
三
国
町
〉
福
井
。
村
高
四
六
一
石
六
。

中
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
六
二
石
三
五
。

中
川
村
八
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
か
ら
預
所
。
村
高
五
八
八
石
四
五
。

長
崎
村
〈
丸
岡
町
〉
福
井
。
村
高
五
四
九
石
七
二
。
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長
崎
高
瀬
村
八
丸
岡
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
元
禄
八

年
か
ら
丸
岡
。
村
高
四
六
一
石
九
三
一
。

中
筋
村
八
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
=
一
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
二
三

四
石
六
二
。

中
平
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
九
O
石
七
四
八
。

中
野
村
八
坂
井
町
V
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
コ
一
九
九
石
二
一
、
天
保
郷
帳
=
一
九

九
石
二
八
九
。

中
河
内
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
七
五
石
三
九
九
、

天
保
郷
帳
七
五
石
四
。

中
浜
村
〈
芦
原
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一

二
六
O
石
七
七
。

長
橋
浦
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
六
八
石
九
五
一
。

長
畑
村
〈
坂
井
町
V
貞
享
一
二
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛

野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
三

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
か
ら
預

所
。
村
高
三
八
五
石
一
九
四
。

中
香
村
〈
芦
原
町
〉
貞
享
三
年
直
糖
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
二

0
0

四
石
二
人
二
。

海
道

越
前
国
の
村
高
と
所
領
の
変
遷
回

長
屋
村
八
坂
井
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
吉
同
一

六
O
五
石
九
一
。

中
山
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
二
六
石
五
。

中
庄
村
八
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
=
一
生
ー
か
ら
預
所
。

村
高
一
八
八
=
一
石
二
二
。

波
松
浦
〈
芦
原
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
二

四
六
石
六
回
。

波
寄
村
〈
福
井
市
〉
正
保
二
年
か
ら
延
宝
二
年
ま
で

は
福
井
(
領
知
高
不
明
)
、
吉
江
(
領
知
高
不
明
)
、

松
岡
(
九
O
一
石
一
一
一
八
)
の
割
郷
、
延
宝
二
年

か
ら
享
保
六
年
ま
で
は
福
井
(
二
二
=
一
九
石
五
一

一
)
と
松
岡
の
割
郷
、
享
保
六
年
か
ら
福
井
。
村

高
一
一
二
四
O
石
六
三
九
。

楢
原
村
八
福
井
市
V
福
井
。
村
高
二
四
九
石
O
七
二
、

天
保
郷
帳
二
五
四
石
二
五
六
。

鳴
鹿
山
鹿
村
八
永
平
寺
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。

村
世
間
四
六
六
石
0
0
一。

西
村
〈
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
野
、

宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
三
年
直

轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
文
政

三
年
か
ら
福
井
。
村
高
五
五
O
石
三
。

西
今
市
村
八
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
コ
一
年
不
明
、
明

和
元
年
預
所
、
丈
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預

所
。
村
高
=
一
六
人
石
六
七
。

西
里
丸
岡
村
〈
丸
岡
町
V
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村

高
三
一

O
石。

西
谷
村
八
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
=
一
年
l

直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福

井
。
村
高
一
九
九
石
六
七
。

西
太
郎
丸
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十

年
葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛

延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預

所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
六
九
O
石
九
一
。

西
長
田
村
八
春
江
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
元
禄
十
年

葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延

一
二
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

文
政
元
年
か
ら
割
郷
で
、
九
四
六
石
コ
一
八
六
は
預

所
、
同
=
一
年
か
ら
福
井
、
六
O
O
石
八
二
四
は
文

政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。
村
高
一
五
四

七
石
二
一
。

西
野
中
村
〈
三
国
町
〉
貞
享
一
二
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
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和
元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
一
年
か
ら
預

所
。
村
高
四
三
O
石。

西
畑
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
五
九
石
。

布
目
村
〈
芦
原
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
明
和

元
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預
所
、
丈
政
元
年
福
井
、

同
三
年
か
ら
預
所
。
村
高
七
七
七
石
二
五
九
。

猫
瀬
村
〈
福
井
市
V
福
井
。
村
高
五
一
石
一
八
六
。

長
畝
村
〈
丸
岡
町

V
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一

三
四
八
石
七
八
。

野
中
村
八
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
=
一
生
l

直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
丈
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
四
三
五
石
四
七
二
。

野
中
山
王
村
〈
丸
岡
町

V
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村

高
五
四
三
石
六
九
。

野
中
新
村
〈
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明

和
元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
=
一
年
ー
か
ら
預

所
。
村
高
七
五
石
二
九
五
。

乗
兼
村
八
丸
岡
町
〉
福
井
。
村
高
一
一
一
一
石
九
。

羽
崎
村
〈
丸
岡
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
五
九
八
石
七
七
。

橋
屋
村
八
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
二
六
五
石
八
五
七
。

蓮
浦
村
八
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
六
六
回
石
四
五
。

畑
中
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一

五
三
石
八
八
七
。

八
丁
村
八
丸
岡
町

V
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
二
二
O
石
八
六
九
。

羽
根
馬
場
村
八
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十

年
葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛

延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預

所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
一
一
一
一
石
六
二

五。

浜
坂
浦
〈
声
原
町
〉
福
井
。
村
吉
岡
二
四
五
石
一
一
。

浜
地
浦
八
三
国
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
二

六
O
石
六
二
三
。

浜
住
村
八
福
井
市
V
福
井
。
村
高
一
一

δ
八
石
四
四
四
。

針
原
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛

野
、
宝
、
水
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
三

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明
和
元
年
西
尾
、

同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
文
政
元
年
預
所
、

天
保
九
年
西
尾
、
同
十
一
年
か
ら
預
所
。
村
吉
同
一

七
五
O
石
五
O
四。

春
近
本
堂
村
八
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十

年
葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛

延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預

所
、
丈
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。
村
高

八
一
五
石
九
一
。

香
田
村
八
芦
原
町

V
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
七
一

O

石
O
二。

東
村
八
坂
井
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
吉
同
四
九

五
石
八
七
三
。

東
平
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
二
五
石
五
二
。

東
田
中
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
コ
一
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
明

和
元
年
か
ら
預
所
。
村
高
二
九
O
石
一
五
。

東
太
郎
丸
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十

年
葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛

延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預

所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
三
五
O
石
田
六
。

東
長
田
村
八
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
不
明
、
明

和
元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
一
一

五
一
石
三
。

姫
王
村
〈
春
江
町
〉
正
保
二
年
士
口
江
、
延
宝
二
年
福

井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
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年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

丈
政
元
年
福
井
、
同
コ
一
年
か
ら
預
所
。
村
高
一
一
二

三
石
八
九
三
。

檎
山
村
〈
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
コ
一
六
九
石
三
五
。

兵
庫
島
村
〈
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年

葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
保

三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。
村
高
二
七

七
石
二
二
。

平
山
村
〈
三
国
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
七

三
八
石
七
八
。

深
坂
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
二
五
O
石
九
。

福
島
村
八
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
八
年
か

ら
丸
岡
。
村
高
一

O
七
二
石
八
五
。

福
庄
村
八
丸
岡
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
四
九
二
石
八
O
六。

福
所
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一

三
六
二
石
六
五
。

藤
沢
村
八
三
国
町
V
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
二
四
九
石
五
。

藤
瀬
村
八
福
井
市
V
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

海
道

越
前
国
の
村
高
と
所
領
の
変
遷
団

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
四
O
石
九
七
。

布
施
田
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
九
二
八
石
二
。

布
施
田
新
村
八
春
江
町
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二

年
福
井
、
貞
享
三
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛

保
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預

所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。
村
高

一
四
七
石
八
七
九
。

伏
屋
村
〈
丸
岡
町
〉
福
井
。
村
高
二
二
八
石
八
五
。

二
面
村
〈
芦
原
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
一
一
五
四
石
四
二
一
。

二
ツ
屋
村
〈
丸
岡
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年

か
ら
福
井
。
村
高
六
四
石
三
一
三
。

船
津
村
(
舟
津
村
)
〈
芦
原
町
〉
貞
享
コ
一
年
直
轄
、

享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年

預
所
、
明
和
元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年

西
尾
、
天
明
八
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預
所
、
同
六

年
西
尾
、
丈
政
元
年
預
所
、
天
保
九
年
西
尾
、
同

十
一
年
か
ら
預
所
。
村
高
七
O
九
石
七
四
八
、
遅

く
と
も
享
保
五
年
か
ら
は
七
一
八
石
四
五
二
。

舟
寄
村
八
丸
岡
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
明
和

元
年
か
ら
預
所
。
村
高
二
四
四
=
一
石
六
三
。

古
屋
石
塚
村
〈
金
津
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村

高
七
四
一
石
。

別
所
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
七
六
石
。

細
巨
木
村
八
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
六
五
二
石
七
四

一一一。

堀
越
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
二
五
人
石
二
八
九
。

堀
水
村
〈
丸
岡
町
V
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
二

五
六
石
O
因。

本
郷
荒
井
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
二
二
六
石
六

人。

本
堂
村
〈
芦
原
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
二
九
八
石
一
七
。

前
谷
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
一
一
一
九

石
二
六
八
。

升
田
村
八
丸
岡
町
〉
寛
、
水
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一

二
二
石
一
九
六
、
天
保
郷
帳
一
二
八
石
九
四
六
。

松
陰
浦
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
三
石
六
七
。
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松
木
村
八
春
江
町
〉
貞
享
一
二
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛

野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
三

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

丈
政
元
年
福
井
、
同
=
一
年
か
ら
預
所
。
村
高
四
六

五
石
七
人
。

丸
岡
町
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
二

一
一
一
石
九
七
七
。

三
国
浦
〈
三
国
町
〉
福
井
。
村
高
七
四
一
石
九
三
六
。

三
国
宿
浦
〈
三
国
町

ν福
井
。
村
高
二
六
八
石
二
二

ム
ノ

水
居
村
八
三
国
町
〉
正
保
二
年
士
口
江
、
延
宝
二
年
福

井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
野
、
宝
永
二

年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝

暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
直
轄
、
寛
政
元
年
預

所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。
村
高

三
九
七
石
二
五
。

水
切
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
八
六
六
石
。

御
簾
尾
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明

和
元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
三
五

八
石
八
一
九
。

南
金
津
村
八
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
二
三
四
九
石
三

九。

南
疋
田
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明

和
元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
六
O

二
石
=
一
人
。

南
横
地
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高

三
O
二
石
一
二
。

蓑
浦
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
六
O
石
コ
一
八
九
。

三
宅
村
八
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
=
一
二
五
石
。

三
宅
中
野
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
二

O
八
石
二
。

富
谷
村
八
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明
和

元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
文
政

元
年
預
所
、
同
五
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
預
所
。

村
高
四
七
八
石
七
=
一
。

宮
前
村
八
芦
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
一
二
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
二
二
九
石
四
八
、
遅
く
と
も
享
保
五
年
か
ら

は
二
三
八
石
六
六
三
。

宮
領
村
〈
坂
井
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
か
ら
預
所
。
村
高
一
コ
ス
)
六
石
九
七
五
。

和
布
浦
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一

O
七
石
二
二
。

免
鳥
村
〈
福
井
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
か

ら
福
井
。
村
高
二
五
人
石
八
三
五
。

安
沢
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
五
三
九
石
六
九
。

矢
地
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
丈
政
コ
一
年
か
ら
福
井
。
村
高
五
八
一

石
五
九
六
。

八
ツ
口
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高

一
三
O
八
石
四
三
、
天
保
郷
帳
一
=
一
一
一
石
一
二
七

九。

山
岸
村
八
三
国
町
〉
福
井
。
村
高
五
六
八
石
八
六
八
。

山
口
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一

九
六
石
五
二
、
天
保
郷
帳
四
二

O
石
五
O
六。

山
窪
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一
一
一

O
六
石
、
天
保
郷
帳
=
一
五
二
石
七
二
九
。

山
崎
村
八
丸
岡
町
V
寛
永
元
年
丸
岡
、
同
=
一
年
か
ら

本
多
。
村
高
三
O
O
石
七
九
二
。

山
竹
田
村
八
丸
岡
町
〉
福
井
。
村
高
五
九
八
石
三
六
、

天
保
郷
帳
六
一
四
石
五
五
六
。

山
室
村
〈
金
津
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
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野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
三

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
預
所
、
明
和
元
年
西
尾
、

同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
文
政
元
年
預
所
、

天
保
九
年
西
尾
、
同
十
一
年
か
ら
預
所
。
村
高
六

二
三
石
七
三
。

八
幡
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
四
一

O
石
七
一
。

与
河
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
七

O
七
石
七
九
。

横
垣
村
八
芦
原
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
一
一
四

石
五
一
。

横
越
村
八
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
五
五
二
石
三
。

土
口
崎
浦
〈
金
津
町
〉
福
井
。
村
高
二
五
二
石
o
=
一
。

吉
谷
村
〈
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
丸
岡
。
村
高
一

O
八
石
七
一
。

四
ツ
柳
村
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
割
郷
で
、
一

三
六
石
二
四
コ
一
は
、
貞
享
コ
一
年
直
轄
、
元
禄
八
年

か
ら
丸
岡
、
四
八
七
石
九
四
七
は
寛
永
元
年
丸
岡
、

同
三
年
か
ら
本
多
。
村
高
六
二
四
石
一
九
。

海
道

越
前
回
の
村
高
と
所
領
の
変
遷
田

米
納
津
村
〈
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年

預
所
、
覚
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明

和
元
年
預
所
、
文
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預

所
。
村
高
一
五
九
石
二
二
。

寄
長
村
(
寄
永
村
)
八
丸
岡
町
〉
寛
永
元
年
丸
岡
、

同
三
年
か
ら
本
多
。
村
高
九
四
石
=
一
二
回
。

寄
安
村
〈
春
江
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
八
年
か

ら
丸
岡
。
村
高
四
八
三
石
六
五
。

楽
円
村
八
三
国
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
=
一
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
丈
政
元
年
福
井
、
同
三
年
か
ら
預
所
。

村
高
六
六
六
石
五
三
五
。

楽
関
村
〈
丸
岡
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
=
一
七
三
一
石
三
=
一
七
。

領
家
村
八
福
井
市
V
福
井
。
村
高
二
五
石
。

若
宮
村
〈
坂
井
町
〉
貞
享
=
一
年
直
轄
、
元
禄
八
年
か

ら
丸
岡
。
村
高
七
=
二
石
田
二
。

鷲
塚
村
八
春
江
町
〉
貞
享
コ
一
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛

野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
三

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

文
政
=
一
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
四
O
六
石
三
四
。
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